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（※１）

（※２）

（※１）再エネまたは実質再エネによる充電を「カーボンフリー充電」と言い、以下のいずれかの方法で実現することとする。 

 

 ①「共同利用型充電サービス」（別紙参照）を利用する 

 ②EV 充電器に使用する電力を以下の方法等によりカーボンフリーにする 

   A. 太陽光等、再エネ発電設備で発電した電力を利用する 

   B. 電力小売事業者が提供する再エネ（実質再エネを含む）対応の電力料金プランに加入する 

   C. EV 走行分の充電電力量に相当する環境価値証書を調達する 
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（※３） （※４）

（※３）バッテリー以外の駆動力をもつプラグインハイブリッド車（PHV/PHEV）やハイブリッド車（HV）は含まない。 

（※４）外部給電器や V2H 充放電設備を経由又は車載コンセント（AC100V/1500W）から電力を取り出せる機能を言う。 

（※２）市からの協力要請は、以下の内容を想定している。 

 

   ・非常時に「動く蓄電池」としてＥＶを活用する仕組みの検討と実践への協力 

   ・ＥＶを活用した防災訓練等のイベントなどによる啓発や広報活動への協力 

   ・ＥＶの利用状況他、脱炭素や災害対応に関するデータ提供やアンケート等への協力 

   ・脱炭素推進と地域防災強化に向けた取り組みに対する積極的な関与 

   ・その他目的を達成するために必要かつ有益であると認める活動への協力 等 
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別要綱により定める

R6.9.30まで R7.3.31まで

（車両購入後）
応募事業者の新規登録車両

ＣＥＶ補助金申請

共同利用型充電サービス利用者対象 
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公募枠を超えた場合の参画承認の判断基準 

 ・共同利用型充電サービスの基礎充電利用に支障がないか 

 ・ＥＶの日常における走行距離が極端に短くないか 

 ・新規ＥＶ導入のきっかけとして寄与しているか 
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